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【Ⅰ－６ 医療人材及び医療資源の偏在への対応－⑥】 

⑥ 医療資源の少ない地域に配慮した評価の見直し 
 

第１ 基本的な考え方 
 

医療資源の少ない地域に配慮した評価を適切に推進する観点から、回
復期リハビリテーション病棟等に関する評価体系の見直しを行う。 

 
第２ 具体的な内容 
 

１．医療資源の少ない地域において、回復期リハビリテーション病棟に
相当する機能を有する病室について、回復期リハビリテーション入院
料の届出を病室単位で可能な区分を新設する。 

 

改 定 案 現   行 

【回復期リハビリテーション病棟入

院料】 

１～５ （略） 

６ 回復期リハビリテーション入院

医療管理料          1,859点 

(生活療養を受ける場合にあっては、

1,845点） 

 

［算定要件］ 

注１ １から５までについては、別

に厚生労働大臣が定める施設基

準に適合しているものとして保

険医療機関が地方厚生局長等に

届け出た病棟に入院している患

者（別に厚生労働大臣が定める

回復期リハビリテーションを要

する状態にあるものに限る。）

について、６については、別に

厚生労働大臣が定める施設基準

に適合しているものとして保険

医療機関が地方厚生局長等に届

け出た病室に入院している患者

（別に厚生労働大臣が定める回

復期リハビリテーションを要す

る状態にあるものに限る。）に

ついて、当該基準に係る区分に

【回復期リハビリテーション病棟入

院料】 

１～５ （略） 

（新設） 

 

 

 

 

［算定要件］ 

注１ 主として回復期リハビリテー

ションを行う病棟に関する別に

厚生労働大臣が定める施設基準

に適合しているものとして保険

医療機関が地方厚生局長等に届

け出た病棟に入院している患者

であって、別に厚生労働大臣が

定める回復期リハビリテーショ

ンを要する状態にあるものにつ

いて、当該基準に係る区分に従

い、当該病棟に入院した日から

起算して、それぞれの状態に応

じて別に厚生労働大臣が定める

日数を限度として所定点数を算

定する。ただし、当該病棟に入

院した患者が当該入院料に係る

算定要件に該当しない場合は、
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従い、当該病棟に入院した日か

ら起算して、それぞれの状態に

応じて別に厚生労働大臣が定め

る日数を限度として所定点数を

算定する。ただし、当該病棟に

入院した患者が当該入院料に係

る算定要件に該当しない場合

は、当該病棟が一般病棟である

ときには区分番号Ａ１００に掲

げる一般病棟入院基本料の注２

に規定する特別入院基本料の例

により、当該病棟が療養病棟で

あるときには区分番号Ａ１０１

に掲げる療養病棟入院料１の入

院料Ｉ又は療養病棟入院料２の

入院料Ｉの例により、それぞれ

算定する。 

２ 回復期リハビリテーション病

棟入院料を算定する患者（回復

期リハビリテーション病棟入院

料３、回復期リハビリテーショ

ン病棟入院料４、回復期リハビ

リテーション病棟入院料５又は

回復期リハビリテーション入院

医療管理料を現に算定している

患者に限る。）が入院する保険

医療機関について、別に厚生労

働大臣が定める施設基準を満た

す場合（注１のただし書に規定

する場合を除く。）は、休日リ

ハビリテーション提供体制加算

として、患者１人につき１日に

つき60点を所定点数に加算す

る。 

３ 診療に係る費用（注２及び注

４に規定する加算、当該患者に

対して行った第２章第１部医学

管理等の区分番号Ｂ００１の10

に掲げる入院栄養食事指導料

（回復期リハビリテーション病

棟入院料１を算定するものに限

る。）及び区分番号Ｂ００１の

34に掲げる二次性骨折予防継続

当該病棟が一般病棟であるとき

には区分番号Ａ１００に掲げる

一般病棟入院基本料の注２に規

定する特別入院基本料の例によ

り、当該病棟が療養病棟である

ときには区分番号Ａ１０１に掲

げる療養病棟入院料１の入院料

Ｉ又は療養病棟入院料２の入院

料Ｉの例により、それぞれ算定

する。 

 

 

 

 

 

 

 

２ 回復期リハビリテーション病

棟入院料を算定する患者（回復

期リハビリテーション病棟入院

料３、回復期リハビリテーショ

ン病棟入院料４又は回復期リハ

ビリテーション病棟入院料５を

現に算定している患者に限

る。）が入院する保険医療機関

について、別に厚生労働大臣が

定める施設基準を満たす場合

（注１のただし書に規定する場

合を除く。）は、休日リハビリ

テーション提供体制加算とし

て、患者１人につき１日につき

60点を所定点数に加算する。 

 

 

３ 診療に係る費用（注２及び注

４に規定する加算、当該患者に

対して行った第２章第１部医学

管理等の区分番号Ｂ００１の10

に掲げる入院栄養食事指導料

（回復期リハビリテーション病

棟入院料１を算定するものに限

る。）及び区分番号Ｂ００１の

34に掲げる二次性骨折予防継続
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管理料（ロに限る。）、第２部

在宅医療、第７部リハビリテー

ションの費用（別に厚生労働大

臣が定める費用を除く。）、第

２節に規定する臨床研修病院入

院診療加算、医師事務作業補助

体制加算、地域加算、離島加

算、医療安全対策加算、感染対

策向上加算、患者サポート体制

充実加算、報告書管理体制加

算、データ提出加算、入退院支

援加算（１のイに限る。）、認

知症ケア加算、薬剤総合評価調

整加算及び排尿自立支援加算、

第５節に掲げる看護職員処遇改

善評価料、区分番号Ｊ０３８に

掲げる人工腎臓、区分番号Ｊ０

４２に掲げる腹膜灌流及び区分

番号Ｊ４００に掲げる特定保険

医療材料（区分番号Ｊ０３８に

掲げる人工腎臓又は区分番号Ｊ

０４２に掲げる腹膜灌流に係る

ものに限る。）並びに除外薬

剤・注射薬の費用を除く。）

は、回復期リハビリテーション

病棟入院料１、回復期リハビリ

テーション病棟入院料２、回復

期リハビリテーション病棟入院

料３、回復期リハビリテーショ

ン病棟入院料４、回復期リハビ

リテーション病棟入院料５及び

回復期リハビリテーション入院

医療管理料に含まれるものとす

る。 

４・５ （略） 

 

［施設基準］ 

十 回復期リハビリテーション病棟

入院料の施設基準等 

(1) 通則 

イ 回復期リハビリテーションの

必要性の高い患者を八割以上入

院させる一般病棟又は療養病棟

管理料（ロに限る。）、第２部

在宅医療、第７部リハビリテー

ションの費用（別に厚生労働大

臣が定める費用を除く。）、第

２節に規定する臨床研修病院入

院診療加算、医師事務作業補助

体制加算、地域加算、離島加

算、医療安全対策加算、感染対

策向上加算、患者サポート体制

充実加算、報告書管理体制加

算、データ提出加算、入退院支

援加算（１のイに限る。）、認

知症ケア加算、薬剤総合評価調

整加算及び排尿自立支援加算、

第５節に掲げる看護職員処遇改

善評価料、区分番号Ｊ０３８に

掲げる人工腎臓、区分番号Ｊ０

４２に掲げる腹膜灌流及び区分

番号Ｊ４００に掲げる特定保険

医療材料（区分番号Ｊ０３８に

掲げる人工腎臓又は区分番号Ｊ

０４２に掲げる腹膜灌流に係る

ものに限る。）並びに除外薬

剤・注射薬の費用を除く。）

は、回復期リハビリテーション

病棟入院料に含まれるものとす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

４・５ （略） 

 

[施設基準] 

十 回復期リハビリテーション病棟

入院料の施設基準等 

(1) 通則 

イ 回復期リハビリテーションの

必要性の高い患者を八割以上入

院させ、一般病棟又は療養病棟
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の病棟又は病室を単位として行

うものであること。 

ロ～ニ （略） 

ホ 当該病棟又は病室を有する病

棟に専任の常勤医師が一名以上

配置されていること。 

ヘ 当該病棟又は病室を有する病

棟において、一日に看護を行う

看護職員の数は、常時、当該病

棟又は病室を有する病棟の入院

患者の数が十五（回復期リハビ

リテーション病棟入院料１及び

２にあっては十三）又はその端

数を増すごとに一以上であるこ

と。ただし、当該病棟におい

て、一日に看護を行う看護職員

が本文に規定する数に相当する

数以上である場合には、当該病

棟又は病室を有する病棟におけ

る夜勤を行う看護職員の数は、

本文の規定にかかわらず、二以

上（回復期リハビリテーション

病棟入院料３から５までを算定

する病棟及び回復期リハビリテ

ーション入院医療管理料を算定

する病室を有する病棟であっ

て、看護補助者が夜勤を行う場

合においては看護職員の数は一

以上）であることとする。 

ト 当該病棟又は病室を有する病

棟において、看護職員の最小必

要数の四割（回復期リハビリテ

ーション病棟入院料１及び２に

あっては七割）以上が看護師で

あること。 

チ 当該病棟又は病室を有する病

棟において、一日に看護補助を

行う看護補助者の数は、常時、

当該病棟又は病室を有する病棟

の入院患者の数が三十又はその

端数を増すごとに一以上である

こと。ただし、当該病棟又は病

室を有する病棟において、一日

の病棟単位で行うものであるこ

と。 

ロ～ニ （略） 

ホ 当該病棟に専任の常勤医師が

一名以上配置されていること。 

 

ヘ 当該病棟において、一日に看

護を行う看護職員の数は、常

時、当該病棟の入院患者の数が

十五（回復期リハビリテーショ

ン病棟入院料１及び２にあって

は十三）又はその端数を増すご

とに一以上であること。ただ

し、当該病棟において、一日に

看護を行う看護職員が本文に規

定する数に相当する数以上であ

る場合には、当該病棟における

夜勤を行う看護職員の数は、本

文の規定にかかわらず、二以上

（回復期リハビリテーション病

棟入院料３から５までであっ

て、看護補助者が夜勤を行う場

合においては看護職員の数は一

以上）であることとする。 

 

 

 

 

 

ト 当該病棟において、看護職員

の最小必要数の四割（回復期リ

ハビリテーション病棟入院料１

及び２にあっては七割）以上が

看護師であること。 

 

チ 当該病棟において、一日に看

護補助を行う看護補助者の数

は、常時、当該病棟の入院患者

の数が三十又はその端数を増す

ごとに一以上であること。ただ

し、当該病棟において、一日に

看護補助を行う看護補助者が本

文に規定する数に相当する数以
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に看護補助を行う看護補助者が

本文に規定する数に相当する数

以上である場合には、当該病棟

又は病室を有する病棟における

夜勤を行う看護補助者の数は、

本文の規定にかかわらず、二以

上（看護職員が夜勤を行う場合

においては、二から当該看護職

員の数を減じた数以上）である

こととする。なお、主として事

務的業務を行う看護補助者を含

む場合は、一日に事務的業務を

行う看護補助者の数は、常時、

当該病棟又は病室を有する病棟

の入院患者の数が二百又はその

端数を増すごとに一に相当する

数以下であること。 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

リ・ヌ （略） 

(2) 回復期リハビリテーション病棟

入院料１の施設基準 

イ 当該病棟に専従の常勤の理学

療法士が三名以上、作業療法士

がニ名以上配置されているこ

と。 

ロ～リ （略） 

ヌ 病院の一般病棟又は療養病棟

の病棟単位で行うものであるこ

と。 

ル （略） 

(3) 回復期リハビリテーション病棟

入院料２の施設基準 

(2)のイ、ロ及びニからヌまで

を満たすものであること。 

(4) 回復期リハビリテーション病棟

入院料３の施設基準 

上である場合には、当該病棟に

おける夜勤を行う看護補助者の

数は、本文の規定にかかわら

ず、二以上（看護職員が夜勤を

行う場合においては、二から当

該看護職員の数を減じた数以

上）であることとする。なお、

主として事務的業務を行う看護

補助者を含む場合は、一日に事

務的業務を行う看護補助者の数

は、常時、当該病棟の入院患者

の数が二百又はその端数を増す

ごとに一に相当する数以下であ

ること。 

 

 

 

リ 当該病棟に専従の常勤の理学

療法士が二名（回復期リハビリ

テーション病棟入院料１及び２

にあっては三名）以上、作業療

法士が一名（回復期リハビリテ

ーション病棟入院料１及び２に

あっては、二名）以上配置され

ていること。 

ヌ・ル （略） 

(2) 回復期リハビリテーション病棟

入院料１の施設基準 

（新設） 

 

 

 

イ～チ （略） 

（新設） 

 

 

リ （略）  

(3) 回復期リハビリテーション病棟

入院料２の施設基準 

(2)のイ及びハからチまでを満

たすものであること。 

(4) 回復期リハビリテーション病棟

入院料３の施設基準 
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イ 当該病棟に専従の常勤の理学

療法士が二名以上、作業療法士

が一名以上配置されているこ

と。 

ロ～ホ （略） 

ヘ 病院の一般病棟又は療養病棟

の病棟単位で行うものであるこ

と。 

ト （略） 

(5) 回復期リハビリテーション病棟

入院料４の施設基準 

(4)のイからヘまでを満たすもの

であること。 

(6) 回復期リハビリテーション病棟

入院料５の施設基準 

イ 当該病棟に専従の常勤の理学

療法士が二名以上、作業療法士

が一名以上配置されているこ

と。 

ロ データ提出加算に係る届出を

行っている保険医療機関である

こと。 

ハ 病院の一般病棟又は療養病棟

の病棟単位で行うものであるこ

と。 

(7) 回復期リハビリテーション入院

医療管理料の施設基準 

イ 当該病室を有する病棟に専従

の常勤の理学療法士が一名以

上、専任の常勤の作業療法士が

１名以上配置されていること。 

ロ 当該病室において、新規入院

患者のうち三割以上が重症の患

者であること。 

ハ 当該病室において、退院患者

のうち他の保険医療機関へ転院

した者等を除く者の割合が７割

以上であること。 

ニ 当該病室において、新規入院

患者のうち四割以上が別表第九

に掲げる脳血管疾患、脊髄損

傷、頭部外傷、くも膜下出血の

シャント手術後、脳腫瘍、脳

 （新設） 

 

 

 

イ～二 （略） 

（新設） 

 

 

ホ （略） 

(5) 回復期リハビリテーション病棟

入院料４の施設基準 

(4)のイからニまでを満たすもの

であること。 

(6) 回復期リハビリテーション病棟

入院料５の施設基準 

（新設） 

 

 

 

データ提出加算に係る届出を行

っている保険医療機関であるこ

と。 

（新設） 

 

 

（新設） 
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炎、急性脳症、脊髄炎、多発性

神経炎、多発性硬化症、腕神経

叢損傷等の発症後若しくは手術

後の状態又は義肢装着訓練を要

する状態に該当する患者である

こと。 

ホ 当該病室において、重症の患

者の三割以上が退院時に日常生

活機能又はＦＩＭが改善してい

ること。 

へ 別表第六の二に掲げる地域に

所在する保険医療機関であっ

て、当該保険医療機関を中心と

した半径十二キロメートル以内

に当該病院以外の医療機関が回

復期リハビリテーション病棟入

院料１から５までを届出してい

ないこと。 

ト データ提出加算に係る届出を

行っている保険医療機関である

こと。 

チ 病院の一般病棟又は療養病棟

の病室を単位として行うもので

あること。 

 

 

２．医療資源の少ない地域において、地域包括ケア病棟入院料２及び４
の施設基準における、「自院の一般病棟からの転棟患者の割合」に関す
る要件を緩和する。 

 

改 定 案 現   行 

【地域包括ケア病棟入院料】 

［施設基準］ 

十一の二 地域包括ケア病棟入院料

の施設基準等 

(4) 地域包括ケア病棟入院料２の施

設基準 

ニ 当該病棟（許可病床数が二百

床以上の保険医療機関に限り、

別表第六の二に掲げる地域に所

在する保険医療機関を除く。）

において、入院患者に占める、

【地域包括ケア病棟入院料】 

［施設基準］ 

十一の二 地域包括ケア病棟入院料

の施設基準等 

(4) 地域包括ケア病棟入院料２の施

設基準 

ニ 当該病棟（許可病床数が二百

床以上の保険医療機関に限

る。）において、入院患者に占

める、当該保険医療機関の一般

病棟から転棟したものの割合が
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当該保険医療機関の一般病棟か

ら転棟したものの割合が六割未

満であること。 

 

※ 地域包括ケア病棟入院料４に

ついても同様。 

 

六割未満であること。 

 

 

 

 

 

 
３．医療資源の少ない地域において、在宅療養支援診療所・病院に係る

24 時間の往診体制の要件について、入院中の患者以外の患者が看護師
等といる場合に情報通信機器を用いた診療が実施できる体制を整備す
ることで要件を満たすこととする。 

 

改 定 案 現   行 

【在宅療養支援診療所】 

［施設基準］ 

六 在宅療養支援診療所の施設基準 

次のいずれかに該当するものであ

ること。 

(1) 次のいずれの基準にも該当する

ものであること。 

イ～ハ （略） 

二 当該診療所において、患家の

求めに応じて、二十四時間往診

が可能な体制を確保し、往診担

当医の氏名、担当日等を文書に

より患家に提供していること。

ただし、基本診療料の施設基準

等別表第六の二に掲げる地域に

所在する診療所にあっては、看

護師等といる患者に対して情報

通信機器を用いた診療を行うこ

とが二十四時間可能な体制を確

保し、担当医及び担当看護師等

の氏名、担当日等を文書により

患家に提供している場合は、こ

の限りでない。 

ホ～ワ （略） 

(2) 他の保険医療機関（診療所又は

許可病床数が二百床（基本診療料

の施設基準等別表第六の二に掲げ

る地域に所在する保険医療機関に

【在宅療養支援診療所】 

［施設基準］ 

六 在宅療養支援診療所の施設基準 

次のいずれかに該当するものであ

ること。 

(1) 次のいずれの基準にも該当する

ものであること。 

イ～ハ （略） 

二 当該診療所において、患家の

求めに応じて、二十四時間往診

が可能な体制を確保し、往診担

当医の氏名、担当日等を文書に

より患家に提供していること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホ～ワ （略） 

(2) 他の保険医療機関（診療所又は

許可病床数が二百床（基本診療料

の施設基準等別表第六の二に掲げ

る地域に所在する保険医療機関に
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あっては二百八十床）未満の病院

に限る。）と地域における在宅療

養の支援に係る連携体制を構築し

ている保険医療機関である診療所

であって、次のいずれの基準にも

該当するものであること。 

イ～ロ （略） 

ハ 当該連携体制を構成する他の

保険医療機関との連携により、

患家の求めに応じて、二十四時

間往診が可能な体制を確保し、

往診担当医の氏名、担当日等を

文書により患家に提供している

こと。ただし、基本診療料の施

設基準等別表第六の二に掲げる

地域に所在する診療所にあって

は、看護師等といる患者に対し

て情報通信機器を用いた診療を

行うことが二十四時間可能な体

制を確保し、担当医及び担当看

護師等の氏名、担当日等を文書

により患家に提供している場合

は、この限りでない。 

二～ヲ （略） 

(3) 次のいずれにも該当するもので

あること。 

イ・ロ （略） 

ハ 当該診療所において、又は別

の保険医療機関の保険医との連

携により、患家の求めに応じ

て、二十四時間往診が可能な体

制を確保し、往診担当医の氏

名、担当日等を文書により患家

に提供していること。ただし、

基本診療料の施設基準等別表第

六の二に掲げる地域に所在する

診療所にあっては、看護師等と

いる患者に対して情報通信機器

を用いた診療を行うことが二十

四時間可能な体制を確保し、担

当医及び担当看護師等の氏名、

担当日等を文書により患家に提

供している場合は、この限りで

あっては二百八十床）未満の病院

に限る。）と地域における在宅療

養の支援に係る連携体制を構築し

ている保険医療機関である診療所

であって、次のいずれの基準にも

該当するものであること。 

イ～ロ（略） 

ハ 当該連携体制を構成する他の

保険医療機関との連携により、

患家の求めに応じて、二十四時

間往診が可能な体制を確保し、

往診担当医の氏名、担当日等を

文書により患家に提供している

こと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二～ヲ （略）  

(3) 次のいずれにも該当するもので

あること。 

イ・ロ（略） 

ハ 当該診療所において、又は別

の保険医療機関の保険医との連

携により、患家の求めに応じ

て、二十四時間往診が可能な体

制を確保し、往診担当医の氏

名、担当日等を文書により患家

に提供していること。 
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ない。 

 

※ 在宅療養支援病院についても同

様。 

 

 

 

 

 

 




